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○茅ヶ崎市在宅重度障害者福祉タクシー利用助成要綱 

昭和５９年４月１日 

要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、在宅の重度障害者（以下「重度障害者」という。）の積極的な社会参加及び生

活圏の拡大をすすめる一助として、タクシー（ハイヤーを含む。）を利用することにより重度障害

者の福祉の増進を図ることを目的とする。 

（対象者） 

第２条 この要綱により助成を受けられる重度障害者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいず

れかに該当するものとする。 

(1) 身体障害者手帳を所持する者で、下肢・体幹・視覚及び内部障害者で障害の程度が２級以上の

者 

(2) 児童相談所又は障害者更生相談所において知能指数が３５以下と判定された者並びに療育手

帳A１及びA２を所持している者 

(3) 前号に準ずる者で、市長が特に必要と認めた者 

２ 前項の規定は、茅ヶ崎市身体障害者自動車燃料費助成要綱（昭和５９年４月１日施行）による助

成を受けている者及び茅ヶ崎市重度障害者福祉手当に関する条例（昭和４８年４月１日施行）の第

７条第１号に該当する者については適用しない。 

（申請） 

第３条 在宅重度障害者福祉タクシー（以下「福祉タクシー」という。）利用助成を受けようとする

者は、身体障害者手帳、又は療育手帳を提示し、福祉タクシー利用券交付申請書（第１号様式）を

提出し、福祉タクシー利用券（以下「利用券」という。）の交付を市長に申請しなければならない。 

（交付） 

第４条 市長は、前条の規定による申請があったときは、資格要件を審査し、第２条第１項各号の１

に該当すると認めた者に対し、茅ヶ崎市福祉タクシー利用券（第２号様式）を交付するものとする。 

２ 前項の利用券の交付枚数は、交付申請があった日の属する月分を含め、１月４枚を単位とし、年

間４８枚を限度とする。ただし、同一年度内の利用券の再交付はしない。 

３ やむを得ない事情により窓口以外での交付を希望する者には、第２項に定める枚数を上限として、

枚数を変更して交付することができる。 

（割増交付） 

第５条 第２条に規定する対象者のうち、じん臓機能障害の身体障害者手帳を所持する者は、前条の

規定に加えて、月４枚の割増交付を受けられるものとする。 

（利用の方法） 

第６条 利用券を使用してタクシーに乗車するときは、運賃が５００円以上１，０００円未満の場合

は１枚まで、運賃が１，０００円以上の場合は２枚まで、タクシー運転者に引き渡すものとする。

運賃と利用券の券面額との差額があるときは、利用券の交付を受けた者（以下、「利用者」という。）

がこれを負担する。 

（助成額） 

第７条 助成額は、利用券１枚につき５００円とする。 

（有効期限） 

第８条 利用券の有効期限は、交付した日の属する年度の末日までとする。 

（届出義務） 

第９条 利用者が第２条第１項の対象者でなくなったときは、茅ヶ崎市福祉タクシー利用者資格喪失

届出書（第３号様式）に当該利用券の残余がある場合にはそれを添えて届け出なければならない。 

（利用券使用上の制限） 

第１０条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

(1) この要綱の目的に反して利用券を使用すること。 

(2) 利用券を第三者に譲渡すること。 
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２ 市長は、利用者が偽り、その他の不正な手段により前項の行為をしたときは、その者から当該利

用券相当額を返還させることができる。 

（交付台帳） 

第１１条 市長は、利用券の交付状況を明らかにするため、利用券交付台帳を備えるものとする。 

（協定書） 

第１２条 市長は、福祉タクシー利用助成事業を理解するタクシー事業者との間に福祉タクシー利用

協定を締結する。 

（助成金の支払） 

第１３条 前条の協定を締結したタクシー事業者は毎月１０日までに前月分の利用券をとりまとめ、

市長の定める方法により利用料金を請求するものとする。 

２ 利用者が協力会社タクシー会社以外の利用で、通院目的があり障害者本人の乗車が明らかな場合

で運賃を立替えたときは、タクシー会社の発行する領収書１枚につき利用券を第６条に定める枚数

まで添付し請求するものとする。 

３ 市長は、前２項の請求があったときは、その日から３０日以内に利用料金を支払うものとする。 

（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、昭和５９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、平成２７年１月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日の前日において特定疾患治療研究事業実施要綱の規定により医療費の給付を

受けていた者で支給認定を受けていないものは、改正後の第２条第１項第３号の規定にかかわらず、

平成２７年３月３１日までの間、現に交付を受けている利用券を使用することができる。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行のために必要な準備行為は、この要綱の施行の日前においても、行うことができ

る。 
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第１号様式（第３条） 

第２号様式（第４条） 

第３号様式（第９条） 

 


